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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力画像内の最大輝度信号レベル、入力画像内の最大輝度信号レベル値近傍の量、入力
画像内の輝度信号の平均値、入力画像内の黒（低輝度信号）レベル値近傍の量のうち少な
くとも１つに基づいて、入力画像の高輝度信号情報の縮退度合いを判定する判定部と、
　前記判定部による判定結果に基づいて輝度を補正する輝度補正部と、階調に応じて輝度
信号を補正する輝度信号補正部と、輝度信号の補正に伴う色相の変化を補正する色信号補
正部を備え、前記判定部による判定結果に基づいて、入力画像を調整する調整部と、
を具備する画像処理装置。
【請求項２】
　前記輝度補正部は、前記判定部が判定した高輝度信号情報の縮退度合いに応じて、すべ
ての階調にわたり、輝度を向上させる、
請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記輝度信号補正部は、縮退されている階調と縮退されていない階調に対して信号カー
ブを最適化する、
請求項１又は２のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記色信号補正部は、前記輝度信号補正部により輝度信号を補正したことに伴い色相が
変化したときにその変化を逆補正して元の色相を維持する、
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請求項１乃至３のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記色信号補正部は、輝度信号を補正する前後で輝度信号とクロマ信号の比が一定とな
るようにクロマ信号を補正する、
請求項１乃至４のいずれかに記載の画像処理装置。
【請求項６】
　入力画像内の最大輝度信号レベル、入力画像内の最大輝度信号レベル値近傍の量、入力
画像内の輝度信号の平均値、入力画像内の黒（低輝度信号）レベル値近傍の量のうち少な
くとも１つに基づいて、入力画像の高輝度信号情報の縮退度合いを判定する判定ステップ
と、
　前記判定ステップにおける判定結果に基づいて輝度を補正する輝度補正ステップと、階
調に応じて輝度信号を補正する輝度信号補正ステップと、輝度信号の補正に伴う色相の変
化を補正する色信号補正ステップを有し、前記判定ステップにおける判定結果に基づいて
、入力画像を調整する調整ステップと、
を有する画像処理方法。
【請求項７】
　入力画像内の最大輝度信号レベル、入力画像内の最大輝度信号レベル値近傍の量、入力
画像内の輝度信号の平均値、入力画像内の黒（低輝度信号）レベル値近傍の量のうち少な
くとも１つに基づいて、入力画像の高輝度信号情報の縮退度合いを判定する判定部と、
　前記判定部による判定結果に基づいて輝度を補正する輝度補正部と、階調に応じて輝度
信号を補正する輝度信号補正部と、輝度信号の補正に伴う色相の変化を補正する色信号補
正部を備え、前記判定部による判定結果に基づいて、入力画像を調整する調整部と、
　調整された画像を表示する表示部と、
を具備する画像表示装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で開示する技術は、画像の輝度ダイナミック・レンジ変換処理を行なう画像処
理装置及び画像処理方法、並びに画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、撮像素子（イメージ・センサー）の高ビット化などにより、画像の高ダイナミッ
ク・レンジ（ＨＤＲ：Ｈｉｇｈ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｇｅ）化が進んでいる。ＨＤＲ
は、現実世界により近い画像表現することを目的とした技術であり、陰影をリアルに表現
できる、露出をシミュレーションできる、眩しさを表現できるなどの利点がある。一方、
一般的なダイナミック・レンジ（ＳＤＲ：Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒｅｎｇ
ｅ）の画像は、高明度情報を撮影又は編集により圧縮するため、ダイナミック・レンジが
小さく、現実世界を表現しているとは言い難い。
【０００３】
　例えば、露光量の異なる複数の撮像画像からＨＤＲ画像を合成する撮像装置について提
案がなされている（例えば、特許文献１を参照のこと）。
【０００４】
　コンテンツ制作に用いるカメラは、通常、ＨＤＲ画像を撮影する能力を持つ。しかしな
がら、ダイナミック・レンジを１００ｎｉｔ程度の標準的な輝度にダイナミック・レンジ
圧縮した画像に変換して編集した後にコンテンツ利用者に提供するのが実情である。コン
テンツを提供する形態は、ディジタル放送、インターネット経由でのストリーミング配信
、メディア販売などさまざまである。コンテンツ制作者においてコンテンツの編集に用い
られるマスター・モニターは、白輝度が１００ｎｉｔ程度であり、元の制作時における高
輝度信号情報が圧縮され、階調が損なわれ、臨場感が失われてしまう。
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【０００５】
　また、Ｋｎｅｅ圧縮を用いて、ＨＤＲ画像からＳＤＲ画像へ、輝度ダイナミック・レン
ジ変換することができる。Ｋｎｅｅ圧縮は、画像の輝度を所定のダイナミック・レンジ（
ここでは、ＳＤＲのダイナミック・レンジ）に収めるように高輝度部分の信号を抑制する
処理である。Ｋｎｅｅ圧縮は、Ｋｎｅｅポイントと呼ばれる所定の輝度信号レベルを超え
る輝度信号については入出力特性の傾きを小さくするようにして、ダイナミック・レンジ
を圧縮する手法である（例えば、特許文献２を参照のこと）。ニー・ポイントは、所望す
る最大輝度信号レベルよりも低く設定する。
【０００６】
　最近では、５００ｎｉｔや１０００ｎｉｔの最大輝度を持つ高輝度ディスプレイが市販
され始めている。ところが、上記のように、元はＨＤＲ画像として制作されたにも拘らず
、ＳＤＲ画像にダイナミック・レンジ圧縮された後に提供されるため、白輝度が１００ｎ
ｉｔのマスター・モニターよりも明るい高輝度ディスプレイでＳＤＲ画像を視聴するとい
う無駄が生じてしまう。
【０００７】
　テレビ放送やストリーミング、メディアとして提供されるＳＤＲ画像を、高輝ディスプ
レイで元のＨＤＲ画像として楽しむには、Ｋｎｅｅ伸長処理すればよい。Ｋｎｅｅ伸長時
にはＫｎｅｅ圧縮と逆の処理を行なえばよい。Ｋｎｅｅ圧縮の方法は、Ｋｎｅｅポイント
すなわち信号レベルの抑制を開始する入力輝度位置及び出力輝度位置と、抑制される最大
輝度レベルで定義することができる。しかしながら、放送局（若しくは、画像の供給元）
から、Ｋｎｅｅ圧縮の定義情報が不完全な形でしか伝えられない、あるいは全く伝えられ
ない場合、受信側ではＫｎｅｅ伸長する正確な方法が分からなくなってしまう。正確でな
い輝度ダイナミック・レンジの伸長処理を行なうと、圧縮された高輝度信号情報を復元す
ることができず、編集時のＫｎｅｅ圧縮を復元できないという弊害がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１３－２５５３０１号公報
【特許文献２】特開２００６－２１１０９５号公報
【特許文献３】特開２００８－１３４３１８号公報
【特許文献４】特開２０１１－２２１１９６号公報
【特許文献５】特開２０１４－１７８４８９号公報
【特許文献６】特開２０１１－１８６１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本明細書で開示する技術の目的は、低輝度ダイナミック・レンジ又は標準的な輝度ダイ
ナミック・レンジの画像を高ダイナミック・レンジの画像に変換することができる、優れ
た画像処理装置及び画像処理方法、並びに画像表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本願は、上記課題を参酌してなされたものであり、請求項１に記載の技術は、
　入力画像の高輝度信号情報の縮退度合いを判定する判定部と、
　前記判定部による判定結果に基づいて、入力画像を調整する調整部と、
を具備する画像処理装置である。
【００１１】
　本願の請求項２に記載の技術によれば、請求項１に記載の画像処理装置の前記調整部は
、前記判定部による判定結果に基づいて輝度を補正する輝度補正部と、階調に応じて輝度
信号を補正する輝度信号補正部と、必要に応じて輝度信号の補正に伴う色相の変化を補正
する色信号補正部を備えている。
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【００１２】
　本願の請求項３に記載の技術によれば、請求項２に記載の画像処理装置の前記輝度補正
部は、前記判定部が判定した高輝度信号情報の縮退度合いに応じて、すべての階調にわた
り、輝度を向上させるように構成されている。
【００１３】
　本願の請求項４に記載の技術によれば、請求項２に記載の画像処理装置の前記輝度信号
補正部は、縮退されている階調と縮退されていない階調に対して信号カーブを最適化する
ように構成されている。
【００１４】
　本願の請求項５に記載の技術によれば、請求項２に記載の画像処理装置の前記色信号補
正部は、前記輝度信号補正部により輝度信号を補正したことに伴い色相が変化したときに
その変化を逆補正して元の色相を維持するように構成されている。
【００１５】
　本願の請求項６に記載の技術によれば、請求項２に記載の画像処理装置の前記色信号補
正部は、輝度信号を補正する前後で輝度信号とクロマ信号の比が一定となるようにクロマ
信号を補正するように構成されている。
【００１６】
　本願の請求項７に記載の技術によれば、請求項１に記載の画像処理装置の前記判定部は
、入力画像の輝度信号レベルに基づいて、その高輝度信号情報の縮退度合いを判定するよ
うに構成されている。
【００１７】
　本願の請求項８に記載の技術によれば、請求項１に記載の画像処理装置の前記判定部は
、入力画像内の最大輝度信号レベル、入力画像内の最大輝度信号レベル値近傍の量、入力
画像内の輝度信号の平均値、入力画像内の黒（低輝度信号）レベル値近傍の量のうち少な
くとも１つに基づいて高輝度信号情報の縮退度合いを判定するように構成されている。
【００１８】
　また、本願の請求項９に記載の技術は、
　入力画像の高輝度信号情報の縮退度合いを判定する判定ステップと、
　前記判定ステップにおける判定結果に基づいて、入力画像を調整する調整ステップと、
を有する画像処理方法である。
【００１９】
　また、本願の請求項１０に記載の技術は、
　入力画像の高輝度信号情報の縮退度合いを判定する判定部と、
　前記判定部による判定結果に基づいて、入力画像を調整する調整部と、
　調整された画像を表示する表示部と、
を具備する画像表示装置である。
【発明の効果】
【００２０】
　本明細書で開示する技術によれば、低ダイナミック・レンジ又は標準的なダイナミック
・レンジの画像を高ダイナミック・レンジの画像に変換して、実空間の明るさに近づける
ことができる、優れた画像処理装置及び画像処理方法、並びに画像表示装置を提供するこ
とができる。
【００２１】
　なお、本明細書に記載された効果は、あくまでも例示であり、本発明の効果はこれに限
定されるものではない。また、本発明が、上記の効果以外に、さらに付加的な効果を奏す
る場合もある。
【００２２】
　本明細書で開示する技術のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する実施形態や添付す
る図面に基づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
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【００２３】
【図１】図１は、本明細書で開示する技術を適用することができる画像表示装置１００の
構成例を模式的に示した図である。
【図２】図２は、液晶表示方式の表示部１０５の内部構成例を模式的に示した図である。
【図３】図３は、本明細書で提案する、低輝度ダイナミック・レンジ又は標準的な輝度ダ
イナミック・レンジの画像を高ダイナミック・レンジの画像に変換するための概略的な処
理手順を示した図である。
【図４】図４は、入力画像を輝度補正する様子を示した図である。
【図５】図５は、輝度補正後の入力画像の輝度を輝度信号補正により最適化する様子を示
した図である。
【図６】図６は、輝度信号を補正する前後で輝度信号とクロマ信号の比が一定となるよう
にクロマ信号を補正する機能的構成を示した図である。
【図７】図７は、部分駆動と突き上げ技術を説明するための図である
【図８】図８は、部分駆動と突き上げ技術を説明するための図である。
【図９】図９は、部分駆動と突き上げ技術を説明するための図である。
【図１０】図１０は、本明細書で開示する技術を適用することができる画像表示装置１０
０の構成例を模式的に示した図である。
【図１１】図１１は、本明細書で開示する技術を適用することができる画像表示装置１０
０の構成例を模式的に示した図である。
【図１２】図１２は、本明細書で開示する技術を適用することができる画像表示装置１０
０の構成例を模式的に示した図である。
【図１３】図１３は、入力画像の輝度信号ヒストグラムを例示した図である。
【図１４】図１４は、最大輝度信号レベルに対する高輝度信号情報の縮退度合いＫ1を記
述したテーブルを例示した図である。
【図１５】図１５は、最大輝度信号レベル値近傍の量に対する高輝度信号情報の縮退度合
いＫ2を記述したテーブルを例示した図である。
【図１６】図１６は、輝度信号の平均値に対する高輝度信号情報の縮退度合いＫ3を記述
したテーブルを例示した図である。
【図１７】図１７は、黒レベル値近傍の量に対する高輝度信号情報の縮退度合いＫ4を記
述したテーブルを例示した図である。
【図１８】図１８は、ＲＧＢ空間で輝度信号補正及び色信号補正を行なう機能構成例を示
した図である。
【図１９】図１９は、液晶表示パネル２０７及びバックライト２０８と、これらの駆動部
の構成を詳細に示した図である。
【図２０】図２０は、図１９中の駆動回路の一部分の概念図である。
【図２１】図２１は、直下型のバックライト２０８の構成例を模式的に示した図である。
【図２２】図２２は、１層構造の導光板の断面を示した図である。
【図２３】図２３は、画素配置構造を例示した図である。
【図２４】図２４は、多層構造導光板を利用したエッジライト型のバックライト２４００
の断面構成例を模式的に示した図である。
【図２５】図２５は、図２４に示したバックライト２４００の発光面（光の出射面）を上
から見た様子を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面を参照しながら本明細書で開示する技術の実施形態について詳細に説明する
。
【００２５】
　図１には、本明細書で開示する技術を適用することができる画像表示装置１００の構成
例を模式的に示している。
【００２６】
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　アンテナ１０１には、地上波ディジタル放送や衛星ディジタル放送などの伝送電波が入
力される。チューナー１０２は、アンテナ１０１から供給され信号のうち所望の電波を選
択的に増幅し、周波数変換する。ディジタル復調部１０３は、周波数変換された受信信号
を検波するとともに、送信時（放送局側）のディジタル変調方式に対応した方式で復調し
、さらに伝送誤りの訂正も行なう。ディジタル復号部１０４は、ディジタル復調信号を復
号して、Ｙ、Ｃｂ、Ｃｒの画像信号を表示部１０５に出力する。
【００２７】
　図１０には、本明細書で開示する技術を適用することができる画像表示装置１００の他
の構成例を示している。図１に示した装置構成と同一の構成要素については、同一の参照
番号を付している。メディア再生部１１１は、ブルーレイ・ディスクやＤＶＤ（Ｄｉｇｉ
ｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）などの記録メディアに記録された信号を再生す
る。ディジタル復調部１０３は、再生信号を検波するとともに、記録時のディジタル変調
方式に対応した方式で復調し、さらに伝送誤りの訂正も行なう。ディジタル復号部１０４
は、ディジタル復調信号を復号して、Ｙ、Ｃｂ、Ｃｒの画像信号を表示部１０５に出力す
る。
【００２８】
　また、図１１には、本明細書で開示する技術を適用することができる画像表示装置１０
０のさらに他の構成例を示している。図１に示した装置構成と同一の構成要素については
、同一の参照番号を付している。通信部１２１は、例えばネットワーク・インターフェー
ス・カード（ＮＩＣ）として構成され、インターネットなどのＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　
Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）ネットワーク経由で配信される画像ストリームを受信する。ディジタ
ル復調部１０３は、受信信号を検波するとともに、送信時のディジタル変調方式に対応し
た方式で復調し、さらに伝送誤りの訂正も行なう。ディジタル復号部１０４は、ディジタ
ル復調信号を復号して、Ｙ、Ｃｂ、Ｃｒの画像信号を表示部１０５に出力する。
【００２９】
　また、図１２には、本明細書で開示する技術を適用することができる画像表示装置１０
０のさらに他の構成例を示している。図１に示した装置構成と同一の構成要素については
、同一の参照番号を付している。ＨＤＭＩ（登録商標）（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏ
ｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）インターフェース部１３１は、例えば
ブルーレイ・ディスク・プレイヤーなどのメディア再生装置で再生された画像信号をＨＤ
ＭＩ（登録商標）ケーブル経由で受信する。ディジタル復調部１０３は、受信信号を検波
するとともに、送信時のディジタル変調方式に対応した方式で復調し、さらに伝送誤りの
訂正も行なう。ディジタル復号部１０４は、ディジタル復調信号を復号して、Ｙ、Ｃｂ、
Ｃｒの画像信号を表示部１０５に出力する。
【００３０】
　図２には、液晶表示方式の表示部１０５の内部構成例を模式的に示している。但し、液
晶表示方式はあくまで例示であり、表示部１０５は他の方式であってもよい。
【００３１】
　ビデオ・デコーダー２０２は、入力端子２０１を介してディジタル復号部１０４から入
力される画像信号に対して、クロマ処理などの信号処理を行ない、液晶表示パネル２０７
の駆動に適した解像度のＲＧＢ画像信号に変換し、水平同期信号Ｈ及び垂直同期信号Ｖと
ともに制御信号生成部２０３に出力する。
【００３２】
　制御信号生成部２０３は、ビデオ・デコーダー２０２から供給されるＲＧＢデータに基
づいて画像信号データを生成し、水平同期信号Ｈ及び垂直同期信号Ｖとともにビデオ・エ
ンコーダー２０４に供給する。本実施形態では、制御信号生成部２０３は、低ダイナミッ
ク・レンジ又は標準的なダイナミック・レンジの画像を高ダイナミック・レンジの画像に
変換する処理（後述）も実施するものとする。
【００３３】
　ビデオ・エンコーダー２０４は、水平同期信号Ｈ及び垂直同期信号Ｖに同期して、デー
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タ・ドライバー２０５及びゲート・ドライバー２０６を動作させるための各制御信号を供
給する。また、ビデオ・エンコーダー２０４は、バックライト２０８の発光ダイオード・
ユニットを画像信号の明るさに応じて個別に制御する光量制御信号を生成して、バックラ
イト駆動制御部２０９に供給する。
【００３４】
　データ・ドライバー２０５は、画像信号に基づく駆動電圧を出力する駆動回路であり、
ビデオ・エンコーダー２０４から伝送されたタイミング信号並びに画像信号に基づいてデ
ータ線へ印加する信号を生成して出力する。また、ゲート・ドライバー２０６は、順次駆
動するための信号を生成する駆動回路であり、ビデオ・エンコーダー２０４から伝送され
たタイミング信号に応じて、液晶表示パネル２０７内の各画素に接続されたゲート・バス
・ラインへ、駆動電圧を出力する。
【００３５】
　液晶表示パネル２０７は、例えば格子状に配列された複数の画素を有する。ガラスなど
の透明板の間に所定の配向状態を有する液晶分子が封入されており、外部からの信号の印
加に応じて画像を表示する。上述したように、液晶表示パネル２０７への信号の印加はデ
ータ・ドライバー２０５及びデータ・ドライバー２０６によって実行される。
【００３６】
　バックライト２０８は、液晶表示パネル２０７の後方に配設された面照明装置であり、
液晶表示パネル２０７を後方から光を照射して、液晶表示パネル２０７に表示される画像
を視認可能にする。バックライト２０８は、液晶表示パネル２０７の直下に光源を配置す
る直下型構造や、導光板の周囲に光源を配置するエッジライト型構造でもよい。バックラ
イト２０８の光源として、Ｒ、Ｇ、又はＢのＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄ
ｉｏｄｅ）や白色ＬＥＤ、レーザー光源を利用することができる。
【００３７】
　バックライト駆動制御部２０９は、制御信号生成部２０４から供給される光量制御信号
に応じて、バックライト２０８の発光ダイオード・ユニット毎に明るさを個別に制御する
。バックライト駆動制御部２０９は、電源２１０からの電力を供給する量に応じて各発光
ダイオード・ユニットの光量を制御することができる。また、画面を複数の点灯領域に分
けておき、バックライト駆動制御部２０９は、点灯領域の場所と表示信号に応じてバック
ライト２０８の明暗を領域毎に制御する部分駆動技術（後述）を適用してもよい。
【００３８】
　図１９には、表示部１０５のうち液晶表示パネル２０７及びバックライト２０８と、こ
れらの駆動部の構成を詳細に示している。また、図２０には、図１９中の駆動回路の一部
分の概念図を示している。ここで示す構成例では、表示部１０５の部分駆動が可能である
ことを想定している。
【００３９】
　液晶表示パネル２０７は、第１の方向に沿ってＭ0個、第２の方向に沿ってＮ0個の、合
計Ｍ0×Ｎ0個の画素がマトリクス状に配列された表示領域１１を備えている。具体的には
、例えば、画像表示用解像度としてＨＤ－ＴＶ規格を満たすものであり、マトリクス状に
配列された画素（ピクセル）の数Ｍ0×Ｎ0を（Ｍ0，Ｎ0）で表記したとき、例えば、（１
９２０，１０８０）である。また、部分駆動を行なう場合には、マトリクス状に配列され
た画素から構成された表示領域１１（図１９において、一点鎖線で示す）がＰ×Ｑ個の仮
想の表示領域ユニット１２（境界を点線で示す）に分割されている。（Ｐ，Ｑ）の値は、
例えば、（１９，１２）である。但し、図面の簡素化のため、図１９における表示領域ユ
ニット１２（及び、後述する光源ユニット４２（図２１を参照のこと））の数は、この値
と異なる。各表示領域ユニット１２は複数（Ｍ×Ｎ）の画素から構成されており、１つの
表示領域ユニット１２を構成する画素の数は、例えば、約１万である。
【００４０】
　各画素は、それぞれが異なる色を発光する複数の副画素を１組として構成されている。
より具体的には、各画素は、赤色発光副画素（副画素［Ｒ］）、緑色発光副画素（副画素
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［Ｇ］）、及び、青色発光副画素（副画素［Ｂ］）の３つの副画素（サブピクセル）から
構成されている。図示の表示部１０５は、線順次駆動される。より具体的には、液晶表示
パネル２０７は、マトリクス状に交差する走査電極（第１の方向に沿って延びている）と
データ電極（第２の方向に沿って延びている）とを有し、走査電極に走査信号を入力して
走査電極を選択、走査し、データ電極に入力されたデータ信号（制御信号に基づく信号で
ある）に基づいて画像を表示させ、１画面を構成する。
【００４１】
　バックライト２０８は、液晶表示パネル２０７の後方に配設されて表示領域１１を背面
から照明する面照明装置であり、液晶表示パネル２０７の直下に光源を配置する直下型構
造や、導光板の周囲に光源を配置するエッジライト型構造でもよい。また、部分駆動を行
なう場合には、バックライト２０８は、Ｐ×Ｑ個の仮想の表示領域ユニット１２に対応し
て個別に配置されたＰ×Ｑ個の光源ユニット４２（図２１を参照のこと）からなる。各光
源ユニット４２は、光源ユニット４２に対応する表示領域ユニット１２を背面から照明す
る。そして、光源ユニット４２に備えられた光源は、個別に制御される。また、光源ユニ
ット４２毎に導光板が配設されるものとする。
【００４２】
　なお、現実には液晶表示パネル２０７の直下にバックライト２０８が配置されるが、図
１９では、便宜上、液晶表示パネル２０７とバックライト２０８を別々に描いた。図２１
には、直下型のバックライト２０８の構成例を模式的に示している。図２１に示す例では
、バックライト２０８は、遮光隔壁体２１０１によってそれぞれ仕切られた複数の光源ユ
ニット４２で構成される。各光源ユニット４２は、複数種類の単色光源を所定個数で組み
合わせた単位発光モジュールを備えている。図示の例ではＲＧＢの３原色からなる発光ダ
イオード４１Ｒ、４１Ｇ、４１Ｂを１組とした発光ダイオード・ユニットで単位発光モジ
ュールが構成されるものとする。例えば、赤色発光ダイオード４１Ｒは赤色（例えば、波
長６４０ｎｍ）を発光し、緑色発光ダイオード４１Ｇは緑色（例えば、波長５３０ｎｍ）
を発光し、青色発光ダイオード４１Ｂは青色（例えば、波長４５０ｎｍ）を発光する。図
２１は平面図で分かりづらいが、遮光隔壁体２１０１は各単色光源の実装面と直交して立
設されており、各単位発光モジュール間の照射光の漏れを低減して良好な階調制御を実現
する。なお、図２１に示す例では、遮光隔壁体２１０１で仕切られる各光源ユニット４２
は４角形であるが、光源ユニットの形状は任意である。例えば、３角形やハニカム形状で
あってもよい。
【００４３】
　図１９及び図２０に示すように、外部（例えば、ビデオ・エンコーダー２０４）から入
力される画像信号に基づいて液晶表示パネル２０７及びバックライト２０８を駆動する駆
動部は、パルス幅変調制御方式に基づき、バックライト４０を構成する赤色発光ダイオー
ド４１Ｒ、緑色発光ダイオード４１Ｇ及び青色発光ダイオード４１Ｂのオン／オフ制御を
行なうバックライト駆動制御部２０９と、光源ユニット駆動回路８０と、液晶表示パネル
駆動回路９０で構成される。
【００４４】
　バックライト駆動制御部２０９は、演算回路７１と、記憶装置（メモリー）７２で構成
される。なお、部分駆動を行なう場合には、各表示領域ユニット１２に対応する入力信号
の内の最大値ｘU-maxを有する表示領域ユニット内最大入力信号に基づいて、対応する表
示領域ユニット１２に対応した光源ユニット４２の発光状態を制御する。
【００４５】
　また、光源ユニット駆動回路８０は、演算回路８１と、記憶装置（メモリー）８２と、
ＬＥＤ駆動回路８３と、フォトダイオード制御回路８４と、ＦＥＴからなるスイッチング
素子８５Ｒ、８５Ｇ、８５Ｂと、発光ダイオード駆動電源（定電流源）８６で構成される
。
【００４６】
　また、液晶表示パネル駆動回路９０は、タイミング・コントローラー９１といった周知
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の回路で構成される。液晶表示パネル２０７には、液晶セルを構成するＴＦＴからなるス
イッチング素子を駆動するための、ゲート・ドライバー、ソース・ドライバーなど（いず
れも図示しない）が備えられている。ある画像表示フレームにおける各発光ダイオード４
１Ｒ、４１Ｇ、４１Ｂの発光状態は、フォトダイオード４３Ｒ、４３Ｇ、４３Ｂによって
それぞれ測定され、フォトダイオード４３Ｒ、４３Ｇ、４３Ｂからの出力はフォトダイオ
ード制御回路８４に入力され、フォトダイオード制御回路８４及び演算回路８１において
発光ダイオード４１Ｒ、４１Ｇ、４１Ｂの例えば輝度及び色度としてのデータ（信号）と
され、かかるデータがＬＥＤ駆動回路８３に送られ、次の画像表示フレームにおける発光
ダイオード４１Ｒ、４１Ｇ、４１Ｂの発光状態が制御される、といったフィードバック機
構が形成されている。また、発光ダイオード４１Ｒ、４１Ｇ、４１Ｂの下流には、電流検
出用の抵抗体ｒR、ｒG、ｒBが、発光ダイオード４１Ｒ，４１Ｇ，４１Ｂと直列にそれぞ
れ挿入されている。そして、抵抗体ｒR、ｒG、ｒBを流れる電流が電圧に変換され、抵抗
体ｒR、ｒG、ｒBにおける電圧降下が所定の値となるように、ＬＥＤ駆動回路８３の制御
下で、発光ダイオード駆動電源８６の動作が制御される。ここで、図５には、発光ダイオ
ード駆動電源（定電流源）８６を１つしか描いていないが、実際には、発光ダイオード４
１Ｒ，４１Ｇ，４１Ｂのそれぞれを駆動するための発光ダイオード駆動電源８６が配され
ている。
【００４７】
　部分駆動を行なう場合には、マトリクス状に配列された画素から構成された表示領域が
Ｐ×Ｑ個の表示領域ユニットに分割されている。この状態を「行」及び「列」で表現する
と、Ｑ行×Ｐ列の表示領域ユニットに分割されていると言うことができる。また、表示領
域ユニット１２は複数（Ｍ×Ｎ）の画素から構成されるが、この状態を「行」及び「列」
で表現すると、Ｎ行×Ｍ列の画素から構成されていると言うことができる。
【００４８】
　各画素は、副画素［Ｒ］（赤色発光サブピクセル）、副画素［Ｇ］（緑色発光サブピク
セル）、及び、副画素［Ｂ］（青色発光サブピクセル）の３つの副画素（サブピクセル）
を１組として構成される。副画素［Ｒ，Ｇ，Ｂ］のそれぞれの輝度を、例えば０～２５５
の２8段階で階調制御することができる。この場合、液晶表示パネル駆動回路９０に入力
される入力信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］の値ｘR、ｘG、ｘBは、それぞれ２8段階の値をとることに
なる。また、各光源ユニットを構成する赤色発光ダイオード４１Ｒ、緑色発光ダイオード
４１Ｇ及び青色発光ダイオード４１Ｂの発光時間を制御するためのパルス幅変調出力信号
の値ＳR、ＳG、ＳBも、０～２５５の２8段階の値をとることになる。但し、これに限定す
るものではなく、例えば、１０ビット制御とし、０～１０２３の２10段階にて行なうこと
もできる（８ビットの数値での表現を、例えば４倍すればよい）。
【００４９】
　画素のそれぞれに、光透過率Ｌtを制御する制御信号が駆動部から供給される。具体的
には、副画素［Ｒ，Ｇ，Ｂ］に各々の光透過率Ｌtを制御する制御信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］が
液晶表示装置駆動回路９０から供給される。すなわち、液晶表示パネル駆動回路９０では
、入力された入力信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］から制御信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］が生成され、この制御
信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］が副画素［Ｒ，Ｇ，Ｂ］に供給（出力）される。なお、バックライト
２０８又は光源ユニット４２の光源輝度Ｙを１画像表示フレーム毎に変化させるので、制
御信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］は、基本的に、入力信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］の値をγ補正した値に対し
て、光源輝度Ｙの変化に基づく補正（補償）を行なった値を有する。そして、液晶表示パ
ネル駆動回路９０を構成するタイミング・コントローラー９１から、液晶表示パネル２０
７のゲート・ドライバー及びソース・ドライバーに、制御信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］が送出され
、制御信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］に基づいて各副画素を構成するスイッチング素子が駆動され、
液晶セルを構成する透明電極に所望の電圧が印加されることによって、各副画素の光透過
率（開口率）Ｌtが制御される。ここで、制御信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］の値が大きいほど、副
画素［Ｒ，Ｇ，Ｂ］の光透過率（副画素の開口率）Ｌtが高くなり、副画素［Ｒ，Ｇ，Ｂ
］の輝度（表示輝度ｙ）の値が高くなる。すなわち、副画素［Ｒ，Ｇ，Ｂ］を通過する光
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によって構成される画像（通常、一種、点状である）は明るい。
【００５０】
　表示輝度ｙ及び光源輝度Ｙの制御は、表示部１０５の画像表示における１画像表示フレ
ーム毎、表示領域ユニット毎、光源ユニット毎に行なわれる。また、１画像表示フレーム
内における液晶表示パネル２０７の動作とバックライト２０８の動作は同期させられる。
【００５１】
　図１９及び図２０には、液晶ディスプレイを利用した表示部１０５の構成例を示したが
、液晶ディスプレイ以外のデバイスを用いても、同様に本明細書で開示する技術を実現す
ることができる。例えば、ＴＦＴ基板上でＭＥＭＳシャッターを駆動するＭＥＭＳディス
プレイ（例えば、特許文献５を参照のこと）を本明細書で開示するに適用することができ
る。
【００５２】
　また、本明細書で開示する技術は、ＲＧＢの３原色画素構造など、特定の画素配置構造
に限定されない。例えば、ＲＧＢの３原色画素以外の１以上の色を含んだ画素構造、具体
的には、ＲＧＢの３原色画素に白画素を含んだＲＧＢＷの４色画素構造や、ＲＧＢの３原
色画素に黄色画素を含んだＲＧＢＹの４色画素構造であってもよい。
【００５３】
　図２３（Ａ）～（Ｄ）には、画素配置構造を例示している。図２３（Ａ）は、１画素が
ＲＧＢの３種類のサブ画素で構成され、解像度は１９２０×ＲＧＢ（３）×１０８０であ
る。また、図２３（Ｂ）は、１画素がＲＧ又はＢＷの２種類のサブ画素で構成され、解像
度は１９２０×ＲＧＢＷ（４）×２１６０である。また、図２３（Ｃ）は、２画素がＲＧ
ＢＷＲの５個のサブ画素で構成され、解像度は２８８０×ＲＧＢＷ（４）×２１６０であ
る。また、（Ｄ）は、１画素がＲＧＢの３種類のサブ画素で構成され、解像度は３８４０
×ＲＧＢ（３）×２１６０である。また、本明細書で開示する技術は、特定の解像度に限
定されない。
【００５４】
　また、バックライト２０８は、液晶表示パネル２０７の直下に光源を配置する直下型構
造（前述）の他に、導光板の周囲に光源を配置するエッジライト型構造であってもよい。
後者のエッジライト型であれば、バックライト２０８を薄型化することが容易である。出
射光の最大輝度の位置が互いに異なる複数の導光板を重畳して配置して、表示領域毎の明
暗制御を実現する、多層構造導光板を利用したエッジライト型のバックライト（例えば、
特許文献６を参照のこと）を利用してもよい。
【００５５】
　図２２には、１層構造の導光板の断面図を示している。導光板２２００の背面には背面
反射板２２１０が重畳されるとともに、内面には照射光を拡散する無数のドット・パター
ン２２０１が形設されている。また、導光板２２００の表面には、光学フィルム２２２０
が重畳されている。また、導光板２２００の側面からは、複数のＬＥＤ２２３０から照明
光が入射される。入射光は、背面反射板２２１０で反射しながら導光板２２００内を伝搬
するとともにドット・パターン２２０１によって拡散され、光学フィルム２２２０を通過
して表面から外部に照射される。
【００５６】
　図２４には、多層構造導光板を利用したエッジライト型のバックライト２４００の断面
構成例を模式的に示している。また、図２５には、バックライト２４００の発光面（光の
出射面）を上から見た様子を示している。
【００５７】
　バックライト２４００は、重畳して配置された３層の導光板２４０２、２４０４、２４
０６と、拡散反射パターン２４０３、２４０５、２４０７と、反射シート２４０９と、Ｌ
ＥＤなどからなる光源２４１２、２４１３、２４１４、２４１５、２４１６、２４１７（
以下、総称して「光源２４１０」ともいう。）と、層間反射シート２４３０と、光学シー
ト２４４０を備えている。なお、各部を支持する部材などが必要であるが、図面の簡素化
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のため、省略している。
【００５８】
　発光面の上から、導光板２４０２、２４０４、２４０６の順に重畳して配置される。図
２５に示すように、各導光板２４０２、２４０４、２４０６の対向する側端面には、光源
ブロック２４１０Ａ及び２４１０Ｂがそれぞれ配設されている。光源２４１０は、Ｒ、Ｇ
、又はＢのＬＥＤや白色ＬＥＤ、レーザー光源である。図２４に示す例では、導光板２４
０２の対向する側端面に光源２４１２及び２４１３がそれぞれ設置されている。同様に、
導光板２４０４の対向する側端面に光源２４１４及び２４１５がそれぞれ設置され、導光
板２４０６の対向する側端面に光源２４１６及び２４１７がそれぞれ設置されている。
【００５９】
　本実施形態では、図１並びに図１０～図１２で表示部１０５として用いられる画像表示
装置１００は、ＨＤＲ画像を表示する能力を有することを想定している。
【００６０】
　一方、画像表示装置１００への入力画像は、家庭内のテレビ受像機の多くが一般的な輝
度表示にしか対応していないことを考慮して、基本的にはＳＤＲ画像である。例えば、本
来はＨＤＲ画像として製作されたコンテンツの輝度ダイナミック・レンジを圧縮して編集
されたＳＤＲ画像は、階調が損なわれ、臨場感が失われている。画像表示装置１００の表
示部１０５が高輝度表示に対応している場合、入力されたＳＤＲ画像をＨＤＲ画像のよう
に視聴するには、輝度ダイナミック・レンジを伸長処理して、実空間の明るさに近づける
処理を行なえばよい。
【００６１】
　しかしながら、コンテンツの供給元から、圧縮の定義情報が不完全な形でしか伝えられ
ない、あるいは全く伝えられない場合、受信側では伸長する正確な方法を把握することが
できない。例えば、ｋｎｅｅ圧縮の定義情報が正確でない若しくは不明のままＫｎｅｅ伸
長を行なうと、圧縮された高輝度信号情報を復元することができず、編集時のＫｎｅｅ圧
縮を復元できないという弊害がある。また、元々低輝度ダイナミック・レンジ又は標準的
な輝度ダイナミック・レンジで製作されたコンテンツを高ダイナミック・レンジの画像に
変換しようとする場合も、自然な高輝度信号情報を表現することは困難である。
【００６２】
　そこで、本明細書では、自然な高輝度信号情報を表現しながら、低ダイナミック・レン
ジ又は標準的なダイナミック・レンジの画像を高ダイナミック・レンジの画像に変換する
方法について提案する。図３には、その処理手順を概略的に示している。
【００６３】
　入力画像の高輝度信号情報を復元する処理は、判定処理３１０と、調整処理３２０で構
成される。判定処理３１０では、入力画像の高輝度信号情報の縮退度合いを判定する。ま
た、調整処理３２０では、判定処理３１０による判定結果に基づいて、入力画像を実空間
の明るさに近づけように調整する。調整処理３２０は、輝度補正処理３２１と、輝度信号
補正処理３２２と、色信号補正処理３２３を含んでいる。以下、各処理について説明する
。
【００６４】
判定処理：
　例えば、入力画像に輝度圧縮に関する情報を記述したメタデータが付加されている場合
、メタデータの内容に基づいて、入力画像の高輝度信号情報の縮退度合いを判定するよう
にしてもよい。但し、以下では、メタデータなどの情報が全くない場合についての判定処
理方法について説明する。
【００６５】
　判定処理３１０では、入力画像の輝度信号レベルに基づいて、その高輝度信号情報の縮
退度合いを判定する。
【００６６】
　例えば、入力画像が白輝度１００ｎｉｔのマスター・モニターで編集された場合を想定
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する。元の画像が０～２０ｎｉｔ程度の暗い画像の場合、１００ｎｉｔに抑えるために圧
縮は行なわず、元のダイナミック・レンジのままである。一方、元の画像が０～１０００
ｎｉｔ程度の明るい画像の場合、高輝度成分が圧縮され、０～１００ｎｉｔのダイナミッ
ク・レンジに収められる。
【００６７】
　逆に考えると、０～２０ｎｉｔ程度の暗い入力画像は、編集の過程で圧縮は行なわれて
いないと推定することができる。また、マスター・モニターのダイナミック・レンジに近
い０～９０ｎｉｔ程度の入力画像は少しだけ圧縮されたと推定することができる。また、
マスター・モニターのダイナミック・レンジの限界に等しい０～１００ｎｉｔの入力画像
は高輝度成分が相当圧縮されていると推定され、元の高ダイナミック・レンジを復元する
には輝度信号レベルを大幅に向上させる必要がある。
【００６８】
　したがって、判定処理３１０では、例えば以下の（１）～（４）のいずれか１つ又は２
以上の組み合わせを指標にして、入力画像の元の画像の明るさを推定し、高輝度信号情報
の縮退度合いを判定するようにする。
【００６９】
（１）入力画像内の最大輝度信号レベル
（２）入力画像内の最大輝度信号レベル値近傍の量
（３）入力画像内の輝度信号の平均値
（４）入力画像内の黒（低輝度信号）レベル値近傍の量
【００７０】
　上記の（１）～（４）の各判定処理は、例えば入力画像の輝度信号ヒストグラムを用い
て判定することができる。あるいは、Ｒ、Ｇ、Ｂなどの入力信号、又は、これらを加工し
た例えばＨＳＶ／ＨＳＬ／ＨＳＩなどのＶ／Ｌ／Ｉなどのヒストグラムを用いて、上記（
１）～（４）の判定処理を行なうこともできる。ここで、図１３に示すような輝度信号ヒ
ストグラムの入力画像を想定して説明する。
【００７１】
　（１）の入力画像内の最大輝度信号レベルとは、入力画像内の最大輝度信号値に対する
所定レベル（例えば９０％）の輝度信号値のことを意味する。図１３に例示した輝度信号
ヒストグラムでは、参照番号１３０１で示す輝度信号値が最大輝度信号レベルに相当する
。判定処理３１０では、例えば図１４で示すような最大輝度信号レベルに対する高輝度信
号情報の縮退度合いＫ1を記述したテーブルを参照して、入力画像に対する最大輝度信号
レベルに基づく縮退度合いＫ1を判定する。ここで求めた高輝度信号情報の縮退度合いＫ1

は、入力画像に対する最大輝度信号レベルに基づくバックライト２０８のゲイン量に相当
する。なお、図１４に示す例では、最大輝度信号レベルに基づく高輝度信号情報の縮退度
合いＫ1のテーブルは、参照番号１４０１で示す曲線のように、最大輝度信号レベルが低
い範囲では最大輝度信号レベルに応じて高輝度信号情報の縮退度合いＫ1が単調増加し、
最大輝度信号レベルがある所定値以上になると高輝度信号情報の縮退度合いＫ1が一定値
となるが、これは一例に過ぎない。
【００７２】
　また、（２）の入力画像内の最大輝度信号レベル値近傍の量とは、入力画像内の最大輝
度信号近傍の画素（例えば、最大輝度信号の８０％以上の輝度信号値を持つ画素）の量の
ことを意味する。図１３に例示した輝度信号ヒストグラムでは、参照番号１３０２で示す
画素数が最大輝度信号レベル値近傍の量に相当する。判定処理３１０では、例えば図１５
で示すような最大輝度信号レベル値近傍の量に対する高輝度信号情報の縮退度合いＫ2を
記述したテーブルを参照して、入力画像に対する最大輝度信号レベル値近傍の量に基づく
高輝度信号情報の縮退度合いＫ2を判定する。ここで求めた縮退度合いＫ2は、入力画像に
対する最大輝度信号レベル値近傍の量に基づくバックライト２０８のゲイン量に相当する
。なお、図１５に示す例では、最大輝度信号レベル値近傍の量に基づく高輝度信号情報の
縮退度合いＫ2のテーブルは、参照番号１５０１で示す曲線のように、最大輝度信号レベ
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ル値近傍の量の増加に従って高輝度信号情報の縮退度合いＫ2が単調減少するが、これは
一例に過ぎない。
【００７３】
　また、（３）の入力画像内の輝度信号の平均値は、入力画像内の画素が持つ輝度信号値
の算術平均を意味する。図１３に例示した輝度信号ヒストグラムでは、参照番号１３０３
で示す輝度信号レベルが輝度信号の平均値に相当する。但し、算術平均に代えて、中央値
や最頻値を輝度信号の平均値に用いてもよい。判定処理３１０では、例えば図１６で示す
ような輝度信号の平均値に対する高輝度信号情報の縮退度合いＫ3を記述したテーブルを
参照して、入力画像に対する輝度信号の平均値に基づく高輝度信号情報の縮退度合いＫ3

を判定する。ここで求めた縮退度合いＫ3は、入力画像に対する輝度信号の平均値に基づ
くバックライト２０８のゲイン量に相当する。なお、図１６に示す例では、輝度信号の平
均値に基づく高輝度信号情報の縮退度合いＫ3のテーブルは、参照番号１６０１で示す曲
線のように、輝度信号の平均値の増加に従って高輝度信号情報の縮退度合いＫ3が単調減
少するが、これは一例に過ぎない。
【００７４】
　また、（４）の入力画像内の黒（低輝度信号）レベル値近傍の量とは、入力画像内の黒
近傍の画素（例えば、輝度信号値が所定値以下となる画素）の量のことを意味する。図１
３に例示した輝度信号ヒストグラムでは、参照番号１３０４で示す画素数が黒レベル値近
傍の量に相当する。判定処理３１０では、例えば図１７で示すような黒レベル値近傍の量
に対する高輝度信号情報の縮退度合いＫ4を記述したテーブルを参照して、入力画像に対
する黒レベル値近傍の量に基づく高輝度信号情報の縮退度合いＫ4を判定する。ここで求
めた縮退度合いＫ4は、入力画像に対する黒レベル値近傍の量に基づくバックライト２０
８のゲイン量に相当する。
【００７５】
　なお、図１７に示す例では、黒レベル値近傍の量に基づく高輝度信号情報の縮退度合い
Ｋ4のテーブルは、参照番号１７０１で示す曲線のように、最大輝度信号レベル値近傍の
量の増加に従って高輝度信号情報の縮退度合いＫ4が単調減少するが、これは一例に過ぎ
ない。例えば入力画像の黒レベル値を重視したいときには、最大輝度信号レベル値近傍の
量の増加に従って高輝度信号情報の縮退度合いＫ4が単調減少するテーブルを使用すれば
よい。逆に、入力画像の明るさを重視したいときには、最大輝度信号レベル値近傍の量の
増加に従って高輝度信号情報の縮退度合いＫ4が増加するテーブル（図示しない）を使用
すればよい。例えば、入力画像のシーン判定結果や、コンテンツのカテゴリー、コンテン
ツに付随するメタデータ、コンテンツの視聴環境などに応じて、使用するテーブルを適応
的に切り換えて用いるようにしてもよい。
【００７６】
調整処理：
　調整処理３２０では、輝度補正３２１、輝度信号補正３２２、色信号補正３２３を順に
行なう。
【００７７】
　まず、輝度補正３２１として、判定処理３１０により判定された高輝度信号情報の縮退
度合い（Ｋ1、Ｋ2、Ｋ3、Ｋ4）に応じて、すべての階調にわたり、輝度を向上させる。例
えば、表示部１０５が図２に示したように液晶表示パネル２０７で構成される場合、高輝
度信号情報の縮退度合いに応じて、バックライト２０８のゲイン量を向上させる。具体的
には、輝度補正３２１の処理として、各指標（１）～（４）について求めた縮退度合いを
例えば掛け合わせて、バックライトのゲイン量Ｋ（＝Ｋ1×Ｋ2×Ｋ3×Ｋ4）を算出して、
バックライト駆動制御部２０９に出力する。
【００７８】
　但し、算出したゲイン量をそのまま与えると、表示部１０５の最大輝度（ハードウェア
限界）を超えるおそれがある。そこで、輝度補正３２１の処理時には、表示部１０５が持
つ最大輝度を示す情報を参照して、これを超えないゲイン量Ｋをバックライト駆動制御部
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【００７９】
　また、表示部１０５において、バックライト２０８の部分駆動と突き上げ技術を適用す
る場合、暗部で抑えた電力を輝度の高い領域に配分して集中的に発光させて、部分的に白
表示を行った場合の輝度を、部分駆動と突き上げ技術を適用しない場合の最大輝度よりも
高くすることができる（後述）。そこで、輝度補正３２１の処理時には、入力画像を解析
して、部分駆動と突き上げを行なった時の最大輝度に基づいて、バックライト２０８のゲ
イン量Ｋを決定するようにしてもよい。
【００８０】
　輝度補正３２１の処理として、バックライト２０８のゲイン量Ｋを向上させると、すべ
ての階調にわたり入力画像の輝度が向上する。図４には、入力画像の輝度４０１をすべて
の階調にわたり、参照番号４０２に示すように向上させた様子を示している。同図では、
輝度補正処理前の輝度信号レベルと輝度の関係４０１を点線で示し、処理後の輝度信号レ
ベルと輝度の関係４０２を実線で示している。また、便宜上、各関係４０１、４０２を直
線で描いているが、指数関数などの曲線であってもよい。
【００８１】
　入力画像は、高輝度信号側の情報が圧縮されているので、高輝度信号側の輝度を主に復
元させたい。輝度補正３２１では、基本的に、バックライト２０８のゲイン量Ｋを向上さ
せるだけである。したがって、図４に示したように、単純な線形スケーリングにより、低
輝度域から高輝度域にわたってほぼ均一に輝度を向上させることしかできない。ところが
、コンテンツ制作側で画像の輝度ダイナミック・レンジを変換する際には、低輝度域の情
報を維持しながら、高輝度域のダイナミック・レンジを大きく圧縮する処理が行なわれて
いることが推察される。そこで、続く輝度信号補正３２２では、縮退されている階調と縮
退されていない階調に対して信号カーブを最適化する。輝度信号補正３２２は、ＹＣＣ、
ＲＧＢ、ＨＳＶのいずれの色空間で行なってもよい、
【００８２】
　具体的には、輝度信号補正３２２では、低輝度並び中輝度側において、輝度補正の程度
に応じて（バックライト２０８のゲイン量に応じて）、輝度信号を縮退させるという信号
処理を行なう。図５には、輝度補正後の入力画像の輝度５０１を輝度信号補正により参照
番号５０２に示すように補正している様子を示している。
【００８３】
　図５に示したように、例えば輝度信号の信号カーブを使用して最適化する際、色相が変
化することがある。この色相変化を完全に若しくはある程度補正する必要がある場合は、
続く色信号補正３２３で、輝度信号を補正したことに伴い色相が変化したときに、その変
化を逆補正して、元の色相を維持するようにする。色信号補正３２３では、例えば、輝度
信号を補正する前後で輝度信号とクロマ信号の比が一定となるようにクロマ信号を補正す
る。
【００８４】
　図６には、色信号補正３２３として、輝度信号を補正する前後で輝度信号とクロマ信号
の比が一定となるようにクロマ信号を補正する機能的構成を模式的に示している。
【００８５】
　輝度信号補正３２２では、バックライト２０８のゲイン向上などにより輝度補正３２１
を行なった後の輝度信号Ｙを入力して、輝度信号Ｙ＋ΔＹを出力する。
【００８６】
　また、色信号補正３２３では、輝度信号Ｙ並びにクロマ信号Ｃｂ、Ｃｒを入力するとと
もに、輝度信号補正ΔＹを入力して、輝度信号Ｙとクロマ信号Ｃの比が一定となるように
入力クロマ信号Ｃｂ、Ｃｒを補正する。具体的には、下式（１）、（２）に従って、入力
クロマ信号Ｃｂ、Ｃｒを出力クロマ信号Ｃｂ´、Ｃｒ´に補正する。
【００８７】
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【数１】

【００８８】

【数２】

【００８９】
　図６に示した機能的構成は、ＹＣＣ空間で輝度信号補正及び色信号補正を行なう例であ
る。ＲＧＢ空間で輝度信号補正及び色信号補正を行なう機能構成例を図１８に示しておく
。
【００９０】
　輝度信号補正３２２では、下式（３）に従って、ＲＧＢ画像信号から、輝度信号Ｙを算
出した後、図５を参照しながら説明したように、輝度信号の信号カーブを最適化する処理
を行ない、補正後の輝度信号Ｙ´を出力する。
【００９１】

【数３】

【００９２】
　そして、色信号補正３２３では、補正後の輝度信号Ｙ´に基づく補正係数ｗr、ｗg、ｗ

bを、ＲＧＢの各色成分に掛け合わせて、色信号補正を行なう。
【００９３】
　このようにして、低ダイナミック・レンジ又は標準的なダイナミック・レンジに圧縮さ
れた画像をあたかも高ダイナミック・レンジの画像に変換して、実空間の明るさに近づけ
ることができる。また、図３、図６、並びに図１８に示した輝度信号補正及び色信号補正
処理を行なうことで、元々低ダイナミック・レンジ又は標準的なダイナミック・レンジで
製作されたコンテンツを高ダイナミック・レンジの画像に変換しようとする場合にも、自
然な高輝度信号情報を表現することが可能である。
【００９４】
部分駆動と突き上げ：
　上述したような、画像の高輝度信号情報の復元により実空間の明るさに近づける技術に
、部分駆動及び突き上げ技術を組み合わせることで、ダイナミック・レンジをさらに向上
させることができる。部分駆動は、バックライトの点灯場所を制御する技術であり、信号
レベルの高い領域に相当するバックライトは明るく点灯させる一方、信号レベルの低い領
域に相当するバックライトは暗く点灯させることで、輝度コントラストを向上させること
ができる（例えば、特許文献３を参照のこと）。また、暗部で抑えた電力を信号レベルの
高い領域に配分して集中的に発光させること、例えば、（バックライト全体の出力電力は
一定のまま）部分的に白表示を行った場合の輝度を高くする輝度突き上げをおこなうこと
によって、さらに高いコントラストを実現することができる（例えば、特許文献４を参照
のこと）。
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【００９５】
　説明の簡素化のため、左半分が輝度信号レベル１％の黒領域と、右半分が輝度信号レベ
ル１００％の入力画像を例にとって、図７～図９を参照しながら部分駆動の動作例につい
て説明する。
【００９６】
　図７に示す例では、画面全体にわたり、バックライト２０８のゲインを１００％とし、
液晶表示パネル２０７の左半分の輝度信号レベルを１％、右半分の輝度信号レベルを１０
０％にして、描画している。また、バックライト２０８を画面全体にわたり１００％で点
灯したときの出力電力は、最大の４００Ｗとする。
【００９７】
　図８に示す例では、図７と同じ輝度の画像（左半分が輝度信号レベル１％の黒領域と、
右半分が輝度信号レベル１００％）を描画するために、輝度信号を上げることによって、
バックライト２０８の電力を低下させている。液晶表示パネル２０７の左半分の輝度信号
レベルを１００％に吊り上げることで、左半分のバックライトのゲインを１％に低下させ
ている。一方、右半分の輝度信号レベルは１００％、バックライトのゲインは１００％の
ままである。バックライト２０８の左半分の電力が１％になることから、全体での電力は
ほぼ２００Ｗとなる。
【００９８】
　バックライト２０８の電力は、全体で最大の４００Ｗ以下であればよい。したがって、
図８に示したように、バックライト２０８の左半分で節電して得た余剰の電力を右半分に
利用することができる。図９に示す例では、液晶表示パネル２０７の左半分の輝度信号レ
ベルを１００％、左半分のバックライトのゲインを１％にしている。一方、右半分の輝度
信号レベルは１００％であるが、バックライトのゲインを２００％に吊り上げることがで
きる。これによって、高輝度のダイナミック・レンジが約２倍に向上する。また、バック
ライト２０８全体での電力は最大の４００Ｗを超えないようにすることができる。
【産業上の利用可能性】
【００９９】
　以上、特定の実施形態を参照しながら、本明細書で開示する技術について詳細に説明し
てきた。しかしながら、本明細書で開示する技術の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実
施形態の修正や代用を成し得ることは自明である。
【０１００】
　本明細書で開示する技術によれば、低ダイナミック・レンジ又は標準的な輝度ダイナミ
ック・レンジにＫｎｅｅ圧縮された画像を、Ｋｎｅｅ圧縮の定義情報なしに、実空間の明
るさに近い高ダイナミック・レンジを持つ画像に変換することができる。また、本明細書
で開示する技術は、元々低輝度ダイナミック・レンジ又は標準的な輝度ダイナミック・レ
ンジで製作されたコンテンツを高ダイナミック・レンジの画像に変換しようとする場合に
も適用することができ、自然な高輝度信号情報を表現することができる。
【０１０１】
　本明細書で開示する技術は、テレビ受信機や、パーソナル・コンピューターなどの情報
機器で利用されるモニター・ディスプレイ、ゲーム機、プロジェクター、プリンター、ス
マートフォン、タブレットなどの多機能端末といった、ＨＤＲ画像を表示又は出力するさ
まざまな装置に適用することができる。
【０１０２】
　また、本明細書で開示する技術は、静止画並びに動画のいずれについても適用して、入
力画像の圧縮された高輝度信号情報を復元して、実空間の明るさに近づけることができる
。
【０１０３】
　要するに、例示という形態により本明細書で開示する技術について説明してきたのであ
り、本明細書の記載内容を限定的に解釈するべきではない。本明細書で開示する技術の要
旨を判断するためには、特許請求の範囲を参酌すべきである。
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　なお、本明細書の開示の技術は、以下のような構成をとることも可能である。
（１）入力画像の高輝度信号情報の縮退度合いを判定する判定部と、
　前記判定部による判定結果に基づいて、入力画像を調整する調整部と、
を具備する画像処理装置。
（２）前記調整部は、前記判定部による判定結果に基づいて輝度を補正する輝度補正部と
、階調に応じて輝度信号を補正する輝度信号補正部と、輝度信号の補正に伴う色相の変化
を補正する色信号補正部を備える、
上記（１）に記載の画像処理装置。
（３）前記輝度補正部は、前記判定部が判定した高輝度信号情報の縮退度合いに応じて、
すべての階調にわたり、輝度を向上させる、
上記（２）に記載の画像処理装置。
（４）前記輝度信号補正部は、縮退されている階調と縮退されていない階調に対して信号
カーブを最適化する、
上記（２）に記載の画像処理装置。
（５）前記色信号補正部は、前記輝度信号補正部により輝度信号を補正したことに伴い色
相が変化したときにその変化を逆補正して元の色相を維持する、
上記（２）に記載の画像処理装置。
（６）前記色信号補正部は、輝度信号を補正する前後で輝度信号とクロマ信号の比が一定
となるようにクロマ信号を補正する、
上記（２）に記載の画像処理装置。
（７）前記判定部は、入力画像の輝度信号レベルに基づいて、その高輝度信号情報の縮退
度合いを判定する、
上記（１）に記載の画像処理装置。
（８）前記判定部は、入力画像内の最大輝度信号レベル、入力画像内の最大輝度信号レベ
ル値近傍の量、入力画像内の輝度信号の平均値、入力画像内の黒レベル値近傍の量のうち
少なくとも１つに基づいて高輝度信号情報の縮退度合いを判定する、
上記（１）に記載の画像処理装置。
（９）入力画像の高輝度信号情報の縮退度合いを判定する判定ステップと、
　前記判定ステップにおける判定結果に基づいて、入力画像を調整する調整ステップと、
を有する画像処理方法。
（１０）入力画像の高輝度信号情報の縮退度合いを判定する判定部と、
　前記判定部による判定結果に基づいて、入力画像を調整する調整部と、
　調整された画像を表示する表示部と、
を具備する画像表示装置。
【符号の説明】
【０１０５】
　１００…画像表示装置、１０１…アンテナ、１０２…チューナー
　１０３…ディジタル復調部、１０４…ディジタル・デコーダー
　１０５…表示部
　１１１…メディア再生部、１２１…通信部
　１３１…ＨＤＭＩ（登録商標）インターフェース部
　２０１…入力端子、２０２…ビデオ・デコーダー
　２０３…制御信号生成部、２０４…ビデオ・エンコーダー
　２０５…データ・ドライバー、２０６…ゲート・ドライバー
　２０７…液晶表示パネル、２０８…バックライト
　２０９…バックライト駆動制御部、２１０…電源
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